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予算決算委員会民生福祉分科会会議記録 

1．日 時  令和 4年 2月 2日 9：30～16：17 

2．場 所 議員協議会室 

3．出席議員 向井千尋座長、上田英樹副座長、前田えり子委員、河南克典委員、

小畠政行委員、森本富夫議長 

4．欠席議員 なし 

5．参考人 なし 

6．傍聴人 なし 

7．会議に付した事件 

議案第１２号 令和３年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１８号） 

議案第１３号 令和３年度丹波篠山市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

議案第１４号 令和３年度丹波篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第１５号 令和３年度丹波篠山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

8.議事の経過 

 

日程第 1  議案第 12号 令和 3年度丹波篠山市一般会計補正予算（第 18号） 

 

■消防本部 管理課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

小畠委員    常備消防費の職員人件費について、時間外勤務手当が 252万 6000円

の増額となってるんですけど、主な内容は何でしょうか。火災なのか、

新型コロナの関係で救急案件が増えたのか、お分かりでしたら教えて

いただきたいと思います。 

消防本部    建物火災が非常に多くありまして、令和 3 年度中の火災が 24 件あ

り、そのうち 12件が建物火災でありました。建物火災によって夜間で

の消火活動、記憶にあるところでは山内町の建物火災では一晩かかっ

て消火活動をしました。そして消火活動後には、消火活動に当たった

職員が非番日に警察と合同で火災調査をしたりというようなことが続

きまして、予想外の時間外勤務が発生しております。 

それと、あとは救急がたくさん重なりまして、職員の人数がちょっ

と足りていない中、常に災害に対応できるように 2 隊確保を常にして
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おりますので、人数が足りないときには非番員を常に招集するという

形をとっております。昨年の 4月から 12月の間で、そういった非番員

を招集した回数が 75回ありました。延べ人数でいうと 200人を超える

非番員を呼出しております。そういったところで時間外が増えている

ところです。 

上田副座長   ちょっと職員の勤務のことで心配しているのですが、過剰な時間外

にはなってないという理解でよろしいですか。 

消防本部    例えば 1か月に 30時間以上の時間外勤務とか、そういったことにな

ってくると労基法上問題も出てくるかと思いますけども、多くても 4

時間から 6 時間ぐらいですので、特に問題はなく、許容の範囲かと思

っております。 

森本議長    それに関連してですけども、消防本部の希望する隊員数の確保とい

いますか、以前から問題になっている確保したい隊員の人数と、現隊

員の人数との差をお伝えいただきたいと思います。 

消防本部    条例上、定数は 66 名です。現在の職員数については 63 名ですけど

も、そのうち 1名を航空隊に派遣しておりますので、62名で丹波篠山

市を警備しているというような状況です。そんな中で、今までは 64名

での警備を基本として定数から 2人減の体制でした。今年については、

前年度末の急遽の退職者 2 名があったため、それよりもさらに 2 名減

というところがあって、非常に人員については厳しい状況でやってま

す。 

本来でしたら、消防署の泊りの者だけでカバーしたりするところも

あるんですけども、今年度については、泊りの人員が確保出来ない時

には日勤者も泊りに入ったりということで、消防本部全体で現場をカ

バーするという体制でやっております。 

もう御存じかと思いますけれども、私を含め 3 名が令和４年度に退

職しますので、令和４年度の採用者については、令和５年 4 月 1 日の

採用者を前倒しして、退職者の分も含めていただいて、本来でしたら

3 名のところを 5 名の採用が決まっております。ですので、今年度と

来年度については、警備人員は非常に手薄になってなかなか厳しい状

況ですが、その次の令和 5年度からは 64名で警備ができると考えてお

るところです。 

ただし、これは今までの慣例です。やはり非常招集のことを考えた 

ら、条例が 66名なので、きっちりとその人数はあれば、もう少し非常

招集の回数も減らせますので、その辺はどうにか出来たらなとは思っ

ているところです。 
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森本議長    今、消防長のお話について、私たちも情報共有といいますか、実態

の把握をさせてもらえたと思っております。職員の定数に関しては厳

しい状況でありますけれども、市民の安全と安心を守るため、消防長

も常にそういう定数確保の声を上げていただいて、私たちと共有をし

ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

河南委員    時間外勤務手当について、職務の特性上、こういう補正予算の出し

方しか仕方ないのかとも思うのですが、この補正予算が議決されるの

が 3月１日で、それから 250万円を使うのでしょうか。 

時間外勤務はしなければならない場合もあると思います。残業代が 

ないので出動できませんということではないので、これで良いのかも

しれませんが、しかし、予算はそういうものではなく見込みを立てて

先に予算を取っておくものだと思います。山内町の火災は７月にあり、

１２月にも議会はありました。その辺りで一度、予算を確保しておく

必要もあるのではないでしょうか。このように最後にまとめてという

やり方ではなく、ある程度は予算を確保する必要があると思うのです

が、その辺りは今までのやり方などどうだったのでしょうか。 

消防本部    河南委員のおっしゃるとおりのところはあるかと思います。ただ、

災害になってきますと予想がつかないところがありまして、そういっ

た救急とかでも結構夜間に頻繁に出ておったりすることがありますの

で、ある程度、12月末ぐらいに、あと 3か月を残して予想を立てて、

これぐらいっていう金額を出すように今までからしております。早く

から要求してたくさんの残額が出ても、ちょっと問題かなというとこ

ろもありますので、できるだけ実働にあったような額をはじき出して

お願いしているような状況ですので御理解をいただきたいと思いま

す。 

河南委員    よく分かります。しかし、こういう出し方をすると１ケ月で２５０

万円を使うのですかと、議決を受けてからお金を使わなければならな

いので、出し方としては１２月にいくらかでも補正予算を出してやる

べきではないかと思います。それがひとつのルールなのではないかと

思うので、予測しかねる部分があるとは思うのですけど、その辺は、

現状と両方みて請求する必要があるのではないかなと思いますので、

今後、そういうことも注意してやってもらいたいと思います。 

河南委員    常備消防費の化学消防ポンプ車の更新について、車両はいつ入るの

でしょうか。 

消防本部    納期が 3 月の 22 日になっておりまして、今のところ 3 月 20 日前後

というふうなことを聞いております。 
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河南委員    古い車両はどうするのですか。三田市ではオークションに出したり

していますが、そういう予定はあるのですか。 

消防本部    導入後の令和 4 年度に入りましたら、古い化学消防ポンプ車に関し

ては、入札を予定しております。1 番高く提示していただいた業者さ

んに買い取っていただいて、収入とするというふうな計画をしており

ます。 

 

 

■保健福祉部（健康担当） 健康課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

小畠委員      妊娠・出産包括支援事業の産婦健康審査費補助金について、医

療機関が増えたっていうのは市内で増えたということですか。 

保健福祉部（健康） 平成 30年度から産婦健康診査は、産後 2週間と 1か月の産婦さ

んに対して助成を行っているものです。市内ではタマル産婦人科

にもしていただいております。近隣を見ますと、丹波医療センタ

ーでは 2 週間健診はされていませんが、三田市民病院でも健診を

していただいておるような状況です。コロナ禍で医療機関が産後

2週間の健診を様子を見られて、1か月健診だけというような形で

されていたんですが、市外の病院も感染症対策をとられながら 2

週間健診、産後の健診を再開していただいている医療機関が増え

ました。そこで健診を受けられる方が見込みより増えたというこ

とになります。 

小畠委員      産婦健診について、ささやま医療センターでの産婦人科は残っ

てると思うんですけども、そこでの健診というのは、ある程度利

用はされているんでしょうか。 

保健福祉部（健康） ささやま医療センターでの産婦健診は御希望がありましたら受

けています。例えば丹波医療センターで出産したけれども、こち

らで産婦健診だけしてほしいという御希望があったら、先生と調

整していただいて受けていただくことは可能です。件数のほうは

本当に僅かになりますが受入れ体制はしていただいております。 

向井座長      産婦健診のことなんですけど、コロナ禍で産後 2 週間の健診が

なくなったっていうことでしたが、それの弊害とか、特に育児指

導とか、そういうフォローみたいなのは出来てるんでしょうか。 

保健福祉部（健康） やはりその 2 週間の頃が 1 番、御心配も出てくる頃です。令和

2 年度にコロナ禍でこの産婦健診の 2 週間目がなかった頃は、ち
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ょうどマイ助産師制度を立ち上げた頃でして、丹波篠山市民の方

には、ずっとマイ助産師のほうが訪問、連絡もしておりましたの

で、そこのフォローのほうはさせていただいたかと思われます。 

2 週間の健診は助産師さんがおっぱいのほうを中心にされるこ

とが多いので、その辺りで少し医療体制のほうが整わなかったの

か、少し様子を見られる医療機関が多かったのですけれども、その

頃にマイ助産師制度を創設出来たことは、そこのフォローになっ

たんじゃないかなというふうに考えております。 

上田副座長     予防費の医療機関支援金について、個別接種分の市内医療機関

への支援金ということですけれども、積算根拠の内訳を教えくだ

さい。 

保健福祉部（健康） 令和 3年度の補正予算、第 14号でお認めいただきましたこのと

きは、2 回お世話になるための体制整備の補助金ということで、

8500 万円を医師会のほうに交付させていただいたということに

なります。その後、追加接種が決まりましてから、やはり追加接

種についても継続して 9 月まで実施をしていただかなくてはいけ

ないための交付になります。 

積算としましては、令和 1 月から 9 月までの実施となる追加接

種に係る医師会への支援金として、1医療機関あたり 120万円とし

ております。今、実施は 25の医療機関になっておりますので、120

万円掛ける 25 医療機関で 3000 万円ということになります。その

120 万円の根拠ですけれども、人件費として 1 時間単価 1500 円と

計算しまして、それを半日、4 時間の 20 日間に 9 か月を掛けまし

て 108万円というのが、1医療機関当たりにかかる人件費としてい

ます。それから感染対策に係るアルコールとか防護服であるとか

医療廃棄物を処理していただくというようなことで、1医療機関 12

万円としておりまして、合計 120 万円とさせていただきました。

医師会の先生方も、こういった形で安心して接種を受けていただ

けるのかなと思っております。 

 

 

■保健福祉部 長寿福祉課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

向井座長    在宅高齢者支援事業について、減額になっていて、いろんな介護予

防の事業が行われていないようなんですけれども、その在宅で介護予
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防のための事業がないことによる高齢者の健康の弊害とかはないので

しょうか。感じてらっしゃることがあったらお願いします。 

保健福祉部   今回、減額要求させていただいている中で、1 番大きいのは外出支

援サービス事業を減額してるんですけども、こちらは昨年度にもあり

ましたけどもタクシーの助成券と同様に医療機関への通院がやはり減

ってるっていうのが大きな影響です。外出支援サービス事業の利用が

減ったことによる運転員さんの賃金とかの減額です。今回コロナの影

響によって利用量が減ってるっていうのは今後も影響が出るのかなと

思います。恐らく毎月、受診されてお薬いただいていたのが少し長め

にいただくということで利用が減っていることが一つの要因として影

響しています。 

温水プールの利用については、こちらは直接的な介護予防に影響し

てくると思うんですけども、明らかに令和元年度と令和 2 年度は利用

が減っています。ただ、令和３年度の当初予算を要求するときには、

この新型コロナの状況があまり読めなかったので、ものすごく前年度

を参考に下げたわけではなかったんです。どのような推移が見込まれ

るかちょっとわからなかったので、あまり当初予算を下げずに要求し

ました。その影響もあるんですけども令和 2 年度と令和 3 年度を比較

すると、令和３年度のご利用は若干盛り返してきてます。特に 12月に

安定期がありましたので、その時期はちょっと御利用いただいたりし

ましたので、昨年度と比較すると若干御利用いただいてるのかなとい

うふうにご理解いただけたらと思います。 

保健福祉部   介護予防につきましては健康課が所管しております一般介護予防事

業で対応していますが、「いきいき塾」につきましては令和 2年、3年

ともに、緊急事態宣言が出たり、今回もまん延防止等重点措置になり

ましたので、その期間中は在宅型ということで事業所さんが 1 週間の

メニューを利用者さんにお伝えして電話確認をしながら健康管理をし

ているところです。さほど閉鎖したので行くところがないっていうよ

うなお声は聞きません。 

また、自治会単位で開催いただいてます「いきいき倶楽部」につき

ましては、令和 2 年のコロナがまだ何かよく分からなかったときは、

各自治会さんもちょっとお休みしますっていうところが多かったんで

すが、だんだんと自主開催をしていこうということで盛り返してきて

います。現に今もまん延防止等重点措置に入っておりますが、三つの

約束を守りながらやっていこうということで開催をし続けていただい

ている自治会さんも多いというふうにも聞いています。 
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介護予防事業については、そういった一般の「いきいき倶楽部」や

「いきいき塾」が少しお休みになると、今度は反対に出ていきたい、

出ていかないとならないという方につきましては、介護認定がおりる

方については、その間だけ介護サービス事業所さんの介護予防の通所

介護というものでデイサービスなどを使っていただいて、またコロナ

が落ちついてきましたら地域の事業に戻っていただくというようなこ

とで、担当している職員、ケアマネジャーさん、包括支援センターが

そういう取組をしております。 

 

 

■社会福祉課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

保健福祉部   子育て世帯生活支援特別給付金の減額についての説明資料を配付し

ております。先日の本会議で足立議員からこの給付金の減額について

説明を求められ、減額が大きいとのこと、また、給付実績額などにつ

いてご説明いたしましたが、その内容について数値など様々出てまい

りましたので、再度ご説明をする必要があるということでご説明させ

ていただきたいと思います。 

まず、補正要求時の積算根拠としまして、昨日、私が申しましたこ

とになりますが、本事業は新型コロナ対策として、令和 3 年度の住民

税均等割が非課税である児童の養育者や、家計が急変し、住民税均等

割が非課税である者と同様の事情にあると認められる児童の養育者に

対し、養育する児童 1 人につき一律 5 万円を支給する事業でございま

す。 

予算積算時の参考としましては、令和 2 年度に国の費用により実施

をいたしました「ひとり親世帯臨時特別給付金」のうち、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変した世帯に対する 5 万円

の追加給付を受けた者、これの実績として 223 人、給付額は 1,115 万

円を参考に積算をいたしました。それと本事業は家計急変者の養育す

る児童 1 人につき一律 5 万円の給付であることや、過去の課税状況の

データ等から給付対象世帯を 339 世帯、給付対象児童 616 人と第一次

的に見込みました。 

その上さらに、新型コロナウイルス感染症の影響が、長きに及び家

計急変者の増加を見込む必要があること。また、その数が見込みにく

いことなどを考慮して 7 割増の給付対象 576 世帯、対象児童 1,047 人
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まで見込みまして積算をし、令和 3 年 6 月補正に上程をさせていただ

きまして 6月 24日に可決成立をいたしました。また、国からは本事業

の給付金、第 1回内示額 3,195万円、対象児童 639人が示されまして、

その内示額で交付申請を行うよう指示がございましたした。従いまし

て給付金の現予算額は 5,235 万円、1,047 名を確保しておりますけど

も、交付申請額 3,195万円、639人分に整合させるために、今回 2,040

万円、408人分を減額補正させていただくことにしております。 

また、現在もこの事業は継続中でございまして、令和 3年 12月末の

給付実績としましては 1,940 万円です。その内訳は給付対象世帯 110

世帯、対象児童は 388 人という実績です。以上、昨日、私が答弁いた

しました内容に基づいてご説明申し上げました。 

上田副座長   子育て世帯生活支援給付金について、実際には補正予算の分科会審

査の質問のときに、資料にあるとおり 339 世帯、対象児童 616 名が実

際にあると。しかしながら、将来はどうなるかわからないので、576世

帯、1047名ということになったということ。そして国から 639人が示

されたということなんですけども、1 点は、現在は 388 人に給付され

ていますけども、今後の見込みとして、この 639 人というのが 1 番ア

ッパーの予想なのか、それとも当初から予定されて補正予算で計上し

た 576世帯、1047人程度まで行くのでしょうか。その場合は国の内示

額では、これだけ増えたら 5 万円ではなく 4 万円とか額になるとか、

その辺の最終的な今の補正予算の考え方はどうなんでしょうか。最終

の予想人数と、そして、増えた場合に国からの内示額でいくのか。こ

の２点についてお聞きします。 

それと、第一次の見込みからさらに 7 割増と見込まれたことについ

て、今後、家計が急変した方の実態について、当初に思ってたより少

なく済んでるのか、その辺のちょっと具体的な今の考え方を教えてい

ただいてほしいと思います。 

保健福祉部   今後の見込みについて、現状の支給実績としましては、12月末時点

で 190 世帯、給付対象児童 388 名ですが、今回の給付金は令和 3 年度

の住民税が非課税である子育て世帯と、令和 3 年 1 月以降に、特に家

計が急変し、所得が下がった子育て世帯が対象になっており、当初は

家計急変者がすごく増えるのではないかという予想を立てていまし

た。しかしながら、実際の申請は 12月末時点の実績のうち、家計急変

世帯が 13 名、児童 28 名ということで、こちらが当初に予想していた

よりもかなり申請が少ない状態です。また申請の締切りが 3月の 15日

までになっていますが、あと 1 か月半程度の期間で、かつ 1 月以降も
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ほとんど申請が出てない状態で、今後、国の内示額を超えるほどの申

請はないと考えています。ですので、今回の補正によって下がった額

を今後超えてしまうことはないと考えております。 

上田副座長   国が 639 人を示されましたが、なぜ国が 639 人という数字を示され

ているのか。もし、給付対象 190 世帯が 300 や 400 世帯になったら、

対象児童 388 名が 500 名とか 600 名になったら国への返還も今後あり

得るということですか。 

具体的には最終的にどのぐらいを見込んでおられるのか、国の内示

額を見込んでおるということでよろしいでしょうか。返還もあり得る

ということで。 

保健福祉部   最終的な見込額について、今回の補正では国の内示額まで減額とい

う形で計上していますが、実際はそこまではいかないと思っておりま

す。 

返還に関しては、次年度、精算という形で返還する事になると考え

ています。 

上田副座長   そしたら、実績はそれだということと。 

補正予算のときの説明では、市が持っている情報では全ての対象者 

を把握出来ないので、漏れてしまう方については、申請が必要になる

と。その方へは広報紙ホームページで周知を図ってできるだけ多くの

方に知っていただき申請をしていきたいと考えているというような説

明でしたけれども、そしたらもう漏れはないというような考え方でい

いでしょうか。全く漏れがなくて受給可能な方には全て交付できると

いう考え方でいいでしょうか。 

保健福祉部   対象者に対しては先ほどお話いただいたように、広報とホームペー

ジ等でできる限りの周知をした上で、加えて、例えば生活福祉係に生

活相談にこられた方に対しても、非課税の子育て世帯等で既に支給し

ている方でなければ、こちらの窓口で制度等の案内をさせていただい

ております。基本的にはこちらが対象として周知できる方に対しては

周知出来ているものと考えています。 

 国が示してきた 639 名の根拠ですが、この 639 名の内示が出るのに

先立ちまして国から照会があり、令和 3 年 2 月時点の児童手当支給対

象児童から、特例給付支給対象児童を除いた人数 4188名を、回答しま

したが、それをもとに国が独自に計算した数字です。4188名にどのよ

うな数を乗じたのか分からないのですが、国からの照会により市から

回答した令和 3 年 2 月時点の児童手当支給対象児童の人数をもとに、

国が独自で計算した数字と捉えています。 
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上田副座長   ちょっと聞き逃したかもしれませんが、最後の確認ですけど、給付

実績が令和 3年 12月末現在で 388人であると。今、思っておられるの

は国の内示額までは行かないであろうということですけれども、今回

が最後の補正なんですけど、人数としては大体どれぐらいだと思って

おられますか。 

保健福祉部   あくまで担当者としての考えになってしまいますが、最終的な支給

対象児童は 430名程度と考えています。 

上田副座長   特別給付金の関係について、国の内示はいつあったんですか。 

保健福祉部   国の内示があったのは 5月 17日です。 

前田委員    子育て世帯生活支援金の国の見込みの根拠が、児童手当を支給され

ている人数を根拠にしてるっていうのは、これは丹波篠山市だけじゃ

なくて全国的にそういったことでやってるということで考えると、こ

れは全国的にこういうふうな状況になっとるということは考えられる

んでしょうか。 

保健福祉部   国もこの事業をスピーディーにやる必要があったこと、また実施す

る自治体において予算不足を生じないように、ある程度は大きなキャ

パでお金を配分して、その中で実施する。不足したらまた国の費用が

当然必要になってきますから、第 2 次の変更交付申請もあるというこ

とで我々も聞いておりますので、そういった手続が可能であるという

ことです。従いまして、根拠の数字としましてはご説明しました数値

をもとにして、国が全国の自治体の人口規模とか、そういったところ

を勘案して試算している金額だと思います。 

小畠委員    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援支給というところ

で、初回の貸付を返済された方に対して再度、受け付けるという説明

だったかと思いましたけれども、まず全体としてどれぐらいこの事業

を活用した方があって、初回の返済をされた方はどの程度あるか分か

りますか。 

保健福祉部   返済については、社会福祉協議会へ返済していただくことになって

いますので、こちらでは貸付けに係る返済の把握は出来ておりません。 

自立支援金の実績ですが、現在、20世帯の方から申請があり支給決

定をしています。支給決定総額は 630 万円になっています。今回の制

度変更になるまでは、社会福祉協議会の特例貸付けの再貸付けの借入

れが終了された方だけが対象で、該当する可能性のある方は約 90世帯

でした。それが今年の 1 月からは、初回の貸付けが終了する方も対象

となり一気に対象世帯は約 150 世帯まで増加しています。ただ、やは

りこの制度を利用する要件が厳しく、利用率は 20％くらいで推移して
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いましたので、極端に申請は増えていない状況で、それらを勘案して

積算をしている状況です。 

小畠委員    再度確認ですけども、多分、説明の中で初回の貸付を返済したとい

うふうに聞いたと思うんですけど、そういう認識でよろしいですか。

返済した方に対して、今回、新たにこの制度が再度利用できるという

ふうに理解したつもりなんですけど。 

保健福祉部   この制度の申請可能となる方は返済が完了した方ではなく、社会福

祉協議会から借入れが、1 回の決定で 3 か月になりますが、その 3 か

月の借入れ期間が終了した方となります。返済が完了した方ではあり

ません。例えば、12 月に社会福祉協議会に借入れの申込みをされて 1

月、2月、3月と借入れをされる方は、その借入れが終了する 3月の段

階で、この自立支援金の申請ができることとなります。 

向井座長    生活困窮自立支援給付金なんですけども、対象者が多くなり 150 世

帯の 20％で今回の予算額を算定されたということでよかったんでし

ょうか。 

保健福祉部   初回の借入れが終了した方を含めた 150世帯の 20％で積算している

訳ではなく、制度の変更があった 11月末時点では、まだ初回の借入れ

が終了する方は含まれていなかったため、それまで対象であった約 90

世帯の方の利用率約 20％と、既に利用をされていた 14 世帯への再支

給が可能になったことによる再利用の可能性が高いという点や、先ほ

ど申しました今年 1 月から初回の借入れが終了される方も対象になっ

たことによる対象世帯の急増などを勘案して積算しており、単にこれ

までの利用率 20％を掛けて積算している訳ではありません。 

向井座長    わかりました。コロナウイルスの給付金とか制度が短期間にすごく

変わっていきますし、それに行政の方も対応するのが大変だと思いま

すけど、市民の方はもっともっと知らないこともあると思うんで、ぜ

ひその辺の周知をよろしくお願いします。 

前田委員    生活保護の措置事業ですけども、見込みよりも少なかったというこ

ととか、入院をされる方というか医療費の扶助が減ったという説明で

したけども、コロナ禍の中で、本当に暮らしに困っておられる方が増

えたんじゃないかというふうに思うんですね。相談なんかは増えてる

かと思いますし、今までの説明を聞いてても、ほかの支援もあるから、

そちらのほうでの支援も受けられてるので、生活扶助のほうが減った

のではないかということも度々聞いてるんですけども、本来、生活保

護を受けられるというような方が社会福祉協議会の生活費の貸付けな

んかのほうに回られて、今後、大変になるというような状況はないの
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でしょうか。 

保健福祉部   委員がおっしゃるように、相談に来られて、生活保護は受けたくな

いとか、生活保護の対象にはならないという方が、今はコロナウイル

スの特例貸付けがあることから、社会福祉協議会で借入れをされると

いう方もいらっしゃいます。 

今後、返済が必要になってくることから、生活が大変になる方もい

らっしゃると思いますが、生活保護に関しては、対象になられるほと

んどの方は申請をされているのが現状です。収入や資産の状況から生

活保護制度は利用できないという方が社会福祉協議会で借入れをされ

てるという状況ですので、特に生活保護との複雑な兼ね合いはないと

考えています。ただ、借入れをされるということは、今後返済をしな

ければならないということになりますので、借入れをされている方の

生活を圧迫する可能性はあると考えています。 

現在、国が決めている償還免除、返済をしなくてよいとされている

のは住民税が非課税である方だけですので、今後、返済に関するとこ

ろも少し緩和がされてこなければ生活が厳しくなる世帯が出てくるも

のと考えています。 

森本議長    今もお話がありました生活保護の件ですけど、これ今回、対象者が

思っていたより少なかった、入院が少なかったというご説明をいただ

きましたけども、もともとの数字は、当初予算のときにも説明をいた

だいたかと思うんですが、例年並みの数字だったのか。それともコロ

ナ禍で対象者が増えてくるんではないかという思いの数字だったの

か。例年並みの数字でしたら、今、説明がありましたように、いろん

な制約があるにしても、生活保護まで丹波篠山市民の中では影響がな

かったいうのはちょっと言葉が違うかもしれませんけど、そういう、

ちょっと中身について御説明をお願いしたいと思います。 

保健福祉部   当初予算の積算については、年度途中で不足があってはならないた

め、若干多めの積算をしています。 

詳細については、年間の平均利用者を 190 人で見込んでおりました

が、11月末時点では平均 183人で推移してきたことから、精査によっ

て余剰金が発生する見込みであるため、今回減額のお願いをしていま

す。これまで、新型コロナウイルス感染症の様々な支援施策を利用し

ていただくことで、若干減少傾向でしたが、現在は少しずつ増加して

いる状況で、当初見込んでいた利用者数には届いていませんが、年度

当初と同数くらいまで増えてきている状況です。ただ、先ほど申しま

した年度当初からこれまでが見込みより少ない人数で推移しています
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ので、その分を勘案すると余剰金が発生する見込みであるため、今回、

生活扶助については減額をお願いしています。 

医療扶助については減額が大きくなっていますが、利用者のほとん

どの方が医療保険には加入されていないということから、利用した医

療の 10割分の請求があるため、かなり見込みにくい状況ですが、今年

度は平年と比較して入院患者が減少していることと、大きな手術など

をされる方が比較的に少なかったということで大きな減額をお願いし

ています。年間の医療扶助費は毎年 2 億円くらいの予算ですが、執行

率は例年 90％を超えるくらいの積算をしており、非常に変動が大きい

状況ではありますが、精査の結果、今回の減額をお願いしています。 

向井座長    児童手当支給事業について、支給が減額になってるんですけど、そ

の出生見込みが少なくなったっていうような説明だったと思うんです

けども、この内訳だけお願いします。 

保健福祉部   今回の減額の要因が出生数が減少したということにはなるんですけ

ども、児童手当は、まず支給対象児童数は年間通して増減するので、

この数値というのは言えないんですけども、当初は平均の人数として

4,310 名の支給対象児童を見込んでたんですけども、決算見込額とし

ては、およそ 4,190 名ということで、児童数が 120 名ほど少なくなっ

たというふうに見ています。ですので、全てが出生数の減だけではな

くて、児童手当の対象者が増える要因としては出生と転入、減る要因

としては転出と年齢到達なので、その増える要因と減る要因の差が

120名というふうに考えています。 

 

 

■医療保険課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

向井座長    重度心身障害者医療費助成事業で 381 万円 6,000 円の増額なんです

けど、この内訳はどのような内容になっているんですか。 

保健福祉部   重度心身障害者医療費助成事業の増額は 1 件当たりの助成額が見込

みですけども 1 万 3,392 円になっております。昨年度の実績では 1 万

2,510 円となっておりまして、そこから件数も昨年は 723 件、今年度

は 783 件を見込んでおりますので、その差についての増額となってお

ります。 

続きまして、高齢重度心身障害者特別医療費助成事業、216 万円の

減額ですが、こちらのほうは件数が昨年度 848 件、今年度が 830 件を
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見込んでおりますが、1 件当たりの助成額が昨年は 8,112 円の決算額

になっており、今年度は 8,725 円となりまして助成額は増えておりま

すが、件数が減ってきていますので減額という形になっております。 

向井座長    はい、わかりました。 

 

■地域振興課より別紙資料により説明 

 

― 質疑なし ― 

 

■中央公民館より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

上田副座長   海洋センター運営管理費の工事請負費の 1,300 万円の減額なんです

けど、これは単なる入札減なのか、また解体工事に伴って変更箇所等

が生じたのかお教えいただきたいと思います。 

市民生活部   当初予算要求では、跡地全面を駐車場に整備をする予定で設計して

おりましたが、撤去に当たりまして、地元とお話をさせていただく中

で、一部公園化という御希望があり、プールの東側の 3 分の 1 程度の

面積の部分に公園を整備する計画に変更いたしました。公園部分につ

きましては令和 4 年度に整備する予定としておりますので、駐車場整

備費の分が減になり、新たに令和 4 年度に公園部分の予算を計上して

おります。 

上田副座長   そしたら 1,300 万円分が駐車場の減ということで、入札減はなかっ

たんですか。 

市民生活部   入札減もありましたので、その分も含めて減額としております。 

 

■人権推進課より別紙資料により説明 

 

― 質疑なし ― 

 

■市民安全課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

河南委員    安定ヨウ素配布事業について、これは考え方ですけれども、この安

定ヨウ素は当初予算のときに質問したと思うんですけれども、コロナ

とどっちを優先するのかということで、こんなところで金を使うんや
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ったらコロナ対応に金を使ったほうがいいのではないかというような

ことを言うたように思うんです。それを全体会にも持ち上がってもら

ったと思うんです。 

今回の補正予算では 310 万円余りました、実施出来ませんでしたと

いうのであれば、この前の補正では困窮者へのいろんな支援の補正が

あがってきていました。やはり、そういうことにお金を使うべきでは

ないかと思います。 

そして来年もどうなってくるのか、多分、予算が上がってくんじゃ

ないかと思うんですけども、本当にこれに使うのがいいのかどうか、

もう一度、部長、これを精査されては。 

私の娘が舞鶴にいますけど、高浜原発の 5 キロ以内、いわゆるＰＡ

Ｚ圏内におるわけですが、だれもヨウ素剤など持っていないわけです。

舞鶴、高浜自体が原発の 500 メートル圏内の人しか持ってないわけで

す。持っていたとしても逃げなければいけないのですから。だから、

コロナは今年もいつ終わるのかも分からないというのであれば、やは

りそういう生活の困窮者とかがおられるんであれば、そういうところ

にもうちょっと日の当たるような予算の執行していかないといけなの

ではないかと思うんですけれども、その辺、もし部長の考え方あった

らお伺いします。 

市民生活部   安定ヨウ素剤の配布につきましては、今年度、コロナ禍ではありま

したが、状況を見ながら、できれば実施したいと考えていました。最

初は秋ごろに予定をしていましたが、、それがなかなか難しい状況にな

りましたので、この 1 月 2 月に予定を延期しました。しかし、また、

こういう状況になり、今年度は実施することができませんでした。や

はり実施する限りには多くの方に更新をしていただきたいと考えてお

りますので、もう少しコロナが落ち着いた時期にということで、来年

度の秋頃に予定をしているところです。 

安定ヨウ素剤の有効期限が 3 年と言われていますが、冷暗所に保管

をきちんとしておいていただきましたら 5 年間有効であるということ

も聞いており、ちょうど来年度が 5 年目になります。いろんな方のご

意見を聞きながら実施しております安定ヨウ素剤の配布事業ですので

続けていきたいと考えています。 

河南委員    安全を思ってされるのはいいんですけど、やはり、本当に今一番、

何が大事なのか。目先の、今日食べるものがない、貯金を切り崩しで

も食べていかないとならない。この辺の判断について本当にそれがい

いのか。 
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例えば今年はヨウ素剤の配布がなかった。それで市民から苦情がど

れぐらいあったのか。何か問合せがあったのか、なかったのかその辺

はいかがでしょうか。 

市民生活部   本年度、ヨウ素剤の配付についての質問は、お電話のほうで問合せ

等が数件ございました。私も直接お聞きをしました。また、転入され

た方についても、「ヨウ素剤の配布というのを聞いてるんですけどもい

つですか」というお問合せがあった状況です。ですので関心を持たれ

てる方もいらっしゃるという状況でございます。 

河南委員    実際、配布された方は２千か３千人かもっとありましたか。数件程

度であれば、逆に言うと現在はあんまり関心を持ってないんじゃない

かと思います。 

なので、インフルエンザの接種者への補助金みたいな制度に見直す

ことも大事じゃないかなと思います。全員にばら撒くんじゃなく、そ

ういうことも必要じゃないかと思いますので、その辺も含めて検討し

ていただきたいと思います。 

向井座長    意見ということでよろしいですか。ヨウ素剤に関しては当初予算の

ときに検討いただくということでお願いします。 

 

■市民課より別紙資料により説明 

 

― 質疑なし ― 

 

■環境みらい部 清掃センターより別紙資料により説明 

 

― 質疑なし ― 

 

■市民衛生課より別紙資料により説明 

 

― 質疑なし ― 

 

■農村環境課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

小畠委員    地域再生可能エネルギー導入可能性調査について、具体的にどんな

ことをされるのか説明をお願い出来ますか。 

環境みらい部  この調査は気候非常事態宣言に係る 2050 年ゼロカーボンに向けた
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取組の一環ということで予定しております。 

ゼロカーボン実現のためにはＣＯ2 排出量の削減、エネルギー使用

量の削減、太陽光発電など再生可能エネルギーの最大利用というのが

不可欠となっております。ですので、国のほうでも、できるだけ再生

可能エネルギーを計画的に導入をしていき脱炭素に向けた取組を加速

化するというようなことを求めております。 

そして、地球温暖化対策推進法では、地域内の二酸化炭素排出量の

削減の計画、地球温暖化対策実行計画の区域施策編をできるだけ策定

をすることが求められております。また、その区域施策編の中で再生

可能エネルギーの導入目標を設定しておくことが、現在の地球温暖化

対策推進法では求められております。 

2050年のゼロカーボンに向けて、丹波篠山市では取り組んでいくこ

とになりますが、そのためには具体的な計画が必要になりますので、

この区域施策編というのを策定する予定にしております。区域施策編

には、再生可能エネルギーの導入計画が必要になりますので、そのこ

とに向けた今回の調査ということになっております。 

調査の内容については、まず再生可能エネルギーが理論的にはどれ

ぐらいの量があるのか。実際に利用できる可能性のある量はどれぐら

いなのか。再生可能エネルギーの導入によって採算性でしたり、効果

がどれぐらい見込めるのか。市民の意向等もありますので、市民への

意識調査についても予定しております。 

また、脱炭素シナリオ、どういうような経過で脱炭素の達成に向か

って取り組んでいくのかや、再生可能エネルギーの導入目標、どれぐ

らいの量を段階的に導入していくのか、そういったところの検討も行

います。 

また 2050 年ゼロカーボンの実現に向けた具体的な取組の検討とい

うところで、実際にどういった取組によって削減をしていくのかとい

うところを検討していきます。 

効果についてはこちらに書いているとおりです。 

今回、歳出で調査業務委託料 757万 9000円を上げさせていただいて

おります。こちらは補助率 10 分の 10 で国の補助を得られますので、

歳入においても国庫補助金 757 万 9000 円を上げさせていただいてお

ります。 

資料 2 枚目のところの説明も簡単にさせていただきます。こちら左

側が気候非常事態宣言の概要というところで、1 月 5 日に気候非常事

態宣言をさせていただきまして、その概要の中で 2030年度に向けた削
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減目標の表、また、2050年度ゼロカーボンに向けたイメージ、こうい

った図を二つ載せさせていただいております。 

2030 年度に向けた削減目標については、宣言の段階では 2030 年度

に 2013 年度比で 36.2％減らす目標を掲げております。ただ、こちら

は県の温対計画の削減値を参考にしておりますので、県の温対計画の

改定等に合わせて随時見直していく予定にしております。 

またゼロカーボンに向けたイメージについても、2050年実質ゼロと

いうところを目指すイメージを書いておりますけれども、このイメー

ジをより具体化するための計画をつくるための調査が今回の再生可能

エネルギー導入可能性調査ということになります。 

今回の再生可能エネルギー導入可能性調査については、再生可能エ

ネルギーの導入可能性、再生可能エネルギーの導入効果の採算性、再

生可能エネルギーの導入目標の設定、脱酸素シナリオと具体的な取組、

こういったところを今回の調査で行いまして、こちら国の補助金を得

ますと、将来的には区域施策編を補助金を受けた 2 年以内に策定する

義務が生じますので、その再生可能エネルギー導入調査の結果を踏ま

えて、区域施策編を策定して具体的な計画を持ってカーボンゼロに向

けた取組を推進していくというようなことになります。 

小畠委員    例えばですね、再生可能エネルギーとして、ここに上がってる太陽

光発電などがあるけど、当市でそれ以外に何か再生可能エネルギーと

して考えられるものがあるのかどうか。 

もう 1 点、資料 2 ページ目の県の削減目標の抜粋とありますが、こ

れが丹波篠山市版になるということはあるんでしょうか。これはあく

までも県の計画の抜粋というふうに書いてあるんですけども、その辺

りは今回の調査で出てくるんでしょうか。 

環境みらい部  再生可能エネルギーで実際にどういったものが利用可能なものかと

いうようなところについても今回の導入可能性調査で、全ての再生可

能エネルギーの可能性から、実際に使えるものっていうのを拾ってい

くことになります。 

今現在、市の想定では、太陽光発電と木質バイオマス、あと地中熱

も一応ポテンシャルとしては高いというような統計結果も出てますの

で、そういったところがメインになるのかなと思いますけれども、ほ

かの新しい再生可能エネルギーとか、そういったところも含めて検討

していくための調査になります。 

そして、2 ページ目のところで県の削減目標というところですけれ

ども、こちらは県の部門別の削減目標を当市の部門別の排出量に照ら



 

19 

 

し合わせて、こういう結果になっております。こちらはまた県の改定

に合わせて、また変更していくなり、丹波篠山市独自の削減率、削減

目標、そういったところも含めて検討していきたいと思っております。 

環境みらい部  補足ですけども、太陽光以外に木質バイオマスあるいは地中熱であ

るとか、このあたりはもちろん調査するのですけど、一つ可能性があ

るものとしたら下水処理場から出てくる汚泥、これを活用したバイオ

ガスも少し検討の余地はあるのかなあと思っております。ただ、人口

規模がおおよそ 10万人規模ぐらいでないと、ちょっと採算性が難しい

という情報もあったりしますので、その辺り調査の中でしっかり計算

していただこうかなと思っています。 

環境みらい部  この調査事業につきまして、今回、3 月補正に大きな金額を上げさ

せていただいて審査していただいておりますのは、令和 3 年度中にこ

の事業に取り組むことで国の補助金が 10 割になるということでござ

います。令和 4 年度当初予算に計上をさせていただきますと 4 分の 3

ということで国庫補助金が減り、市費を 150 万円ほど投入しなければ

ならないという事情が出てきましたので、今回 3 月補正で要求をさせ

ていただくものでございます。できるだけ早く着手して調査をスムー

ズに行い令和 4 年度には終わらせて次のステップに行きたいと考えて

おります。 

前田委員    本当に早いこと計画していかないと 2030 年とか 2050 年っていった

ら本当にすぐ来てしまって、遅れると本当に間に合わないということ

になるというふうに思います。そういうふうに言われてますし、実際、

急いでいただきたいと思うんです。 

これは県の目標というのを適用してっていうことで、これから県に

合わせて見直していくというようなことなんですけども、是非、市と

して目標値を上げていくという取組も考えていただきたいなというふ

うに思います。 

それとアンケートのほうで、市民の意識調査っていうのが上がって

ますけども、この中にはぜひ産業部門であるとか、運輸部門であると

かそういう産業界の排出量が多いっていうことがはっきりしてますの

で、そこの意識というか、事業者の意識というようなことがきちっと

掴めるというか、そこを高めるようなアンケートにしていただきたい

なっていうふうに思います。 

環境みらい部  御意見ありがとうございます。御意見を参考にさせていただきなが

ら一番二酸化炭素の排出量の多い分野になりますので、そちらのほう

の意識調査もしながら進めていきたいと思います。 
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森本議長    この調査について、できるだけ早く着手をする。そして２年以内に

区域施策編を策定するというようなスケジュールをお示しいただいた

んですが、調査結果をいつごろまでに求めて、それに対しての取組を

いつごろ検討していただけるかというスケジュールをちょっとお示し

をいただきたい。 

それと、この調査を委託する先について、そういう専門業者がいら

っしゃるのか。たまに市の委託先としてあれっというようなお名前を

後で拝見するようなこともあるんですけども、委託先をどのようにお

考えなのか、本当にやる気を持って取り組んでいただきたいという期

待を込めてちょっとお伺いをしたいと思います。 

環境みらい部  まず調査の報告といいますか終期は令和 4 年 9 月 30 日でございま

す。そのあと、その結果を受けましてすぐに区域施策編を作らせてい

ただきます。それにつきましては令和 5 年度中には区域施策編を完成

させたいと考えております。 

それから業者のほうにつきましては、コンサルタントで、今こうい

うような御時世で、いろいろなコンサルの会社が取組をされておりま

すので、その中から入札にするのかまた、そのほかの方法も考えなが

ら決めていきたいと考えております。 

上田副座長   まず、国庫補助 100％の事業をとらえて、さすがだなというふうに

思いました。それでこの国の管轄は環境省なのか、どこなのかちょっ

と教えていただいたらというふうに思ってます。 

もう 1 点は、先ほど、再生可能エネルギーの中で、太陽光発電、木

質バイオ、地中熱、汚泥ガスと言われたんですけど、木質バイオに関

しては、これに特化して様々なことをやっておるＮＰＯ法人が市内に

あります。そこも環境省の補助をもらって先駆的にやってるところあ

るんです。その辺は委託のときに再生可能エネルギーの賦存量とか、

利用可能調査と一緒にヒアリングなどをされるのか伺います。 

3 点目として、この調査後に計画を立てられるんですけど、この区

域施策編というところがちょっと難しいことが書いてあるんですけ

ど、これは丹波篠山市を一つの区域として計画をされるのか、もう少

し細かい範囲で、利用可能なところを選抜されて、その区域でモデル

的にやっていこうというふうに国から求められているのか教えていた

だきたいと思います。 

環境みらい部  まず 1点目、国庫補助の所管ですけども環境省になります。 

2 点目の木質バイオマスで補助金を取られて活躍されているＮＰＯ 

法人さんが確かにございますので、ヒアリングなり、また計画のほう
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も当然、現在取り組んでいただいてるところになりますので、その辺

りは加味しながら進めていきたいと考えております。 

それから 3 点目の区域施策編の範囲ですけども、いわいる市域、丹

波篠山市内という範囲の中での調査ということになります。 

河南委員    地球温暖化対策の推進に関する法律が平成１１年に出ているはずな

んです。その後すぐにＣＯ２削減の篠山市の計画が平成１２年か１３

年くらいにでているんです。その時は全部コンサルに丸投げしてしま

って、そして１０年ほど経ったらどっかいってしまったんです。コン

サルに任せきっているから誰も市で責任を持つ人がいないわけです。

作らないといけないから作ったくらいのことです。ＣＯ２削減は 20年

前からいっていることで、また再燃してきているんですけど、実際に

は２０５０年にゼロにはならなくても、私は３０％でも半分削減でも

いいと思うんです。実行できるようなものをこれから作っていかなけ

ればならないと思うんです。コンサルにまかせて数字合わせみたいな

ことではなしに、そういうことを注意して委託や調査に当たってほし

いと思いますのでよろしくお願いします。 

環境みらい部  今回のこの調査につきましても 1 月 5 日に気候非常事態宣言をして

おります。調査結果が出たからそのまま何年かしたらなくなるってい

うことではなくて当然それを進めていくための具体的な計画の素とな

るものでございますので、そのあとの計画とかについてもしっかりと

管理しながら、やはり今のところはゼロを目指して、しっかり取り組

んでいきたいという思いで、計画のほうもつくっていきたいと考えて

ございます。 

 

 

日程第 2、議案第 15号 令和 3年度丹波篠山市介護保険特別会計補正予算（第 3号） 

 

■保健福祉部 長寿福祉課より別紙資料により説明 

 

＜主な質疑応答等＞ 

小畠委員    金額的に大きな減となっている施設介護サービス給付負担金なんで

すけど、そもそも算定するところから、実際に利用が少なかったとい

うその辺りの詳細をお知らせください。 

保健福祉部   今回、給付費を減額している部分で大きなところで言いますと、ま

ず、地域密着型介護サービス給付のほうが 4,784 万円。それから、施

設介護サービス費が 8,291万円の減額が主な項目となります。 
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地域密着型サービス給付費につきましては、小規模多機能型居宅介

護のほうで事業計画で立てた 1 か月当たりの推計人数を 82 名として

おりました。現状の実績が大体 70 名から 75 名程度で推移をしていま

すので、大体 10人程度の利用が少ない状況です。小規模に関しまして

は 1 か月単位での給付費の算定になりますので、1 名の減でかなり大

きな影響を受けます。 

施設介護サービス給付費につきましては、主な減額の要因が介護医

療院の病床数 46 床を全床丹波篠山市の被保険者が利用するものとし

て推計をしておりました。ところが、現状としましては、市外の被保

険者の利用も、10月時点では 7名ということで推移しております。ま

た、比較的重度の方が利用されるという推計をしておりましたが、実

際のところ、要介護 2 の方が 7 名、要介護 3 の方が 8 名と軽度の方の

利用もあるということで、このために実績が落ちてきていることが主

な要因です。 

小畠委員    なかなか難しいというところがあるとは思うんですけども、これを

算定する際は、主な要因として前年度の何かをもとにされておるんで

しょうか。 

保健福祉部   令和 3 年度予算に関しましては、第 8 期の事業計画の初年度になり

ますので計画の推計値を当初予算にそのまま計上させていただいてお

ります。ですので第 7 期での給付費の状況と施設の数と定員数から、

これまでの状況を見まして利用人数を割り出し給付費の算定をしてい

ます。なので、事業計画は 3年に 1回見直しになりますけれども、2年

目、3年目に関しましては、1年目の状況を見まして予算を計上してい

く形をとっています。 

小畠委員    ということは、来年度はこれが一つのベースになって算定となるの

で、一応、今回みたいな削減の数値はもう少し縮小されるという方向

でよろしいでしょうか。 

保健福祉部   今、御指摘いただいたとおりでして、今回の 3 月補正の金額をベー

スにしまして、当初予算の算定をしていますので、第 8 期の今の現状

の状況としましては、計画値よりも給付費に関しては若干少ない金額

で推移をしていると考えていただければと思います。 

向井座長    小畠委員の言われたその給付費が減っているという件なんですけれ

ども、今回、給付金も減っているんですけれども、申請者も減ってる

ということで、コロナ禍で、本当に元気で過ごしていただいとったら

いいんですけれども、実際、介護が必要なのに利用を控えたりとか申

請を控えたりすると、結局、その家族の介護者への負担が大きくなっ



 

23 

 

て、今、政府がいっている孤独孤立とか、今回の立てこもり事件でそ

の家族だけで抱え込んでたとか、何かそういうような弊害というか、

コロナ禍で給付費が減ってるということが、必要なのに取り残されて

いるとか、利用しないことで重度化してるとか、そういうような問題

があると見られていますか。 

保健福祉部   委員長がおっしゃったように、コロナ禍であるために申請を控えて

いるというような方はいらっしゃられないというふうに思っておりま

す。ただ、コロナ禍で認定をお持ちの方が通所系サービスを今は利用

しないというような方がいらっしゃって、その代替として訪問サービ

スに切替えたりとかいうことはありますけれども、コロナなので申請

をしないというようなことは余り聞いておりません。 

それから、コロナ禍で皆さんが外出しなくて家族に負担がかかって

いるんではないかというような質問もありましたが、そういうことの

ないようにケアマネジャーさんがおうちの中、家族の状況等をアセス

メントを繰り返しながら、そういった場合には適切なサービスにつな

ぐようにはしておりますので、そういった状況は余り聞いてはおりま

せん。 

向井座長    わかりました。引き続きよろしくお願いします。 

先ほど説明されたことの確認なんですけども、地域包括支援センタ

ー事業費について、東部も西部もケアプラン数は増ということでいい

んですか。 

保健福祉部   ケアプランの作成数については昨年度と比較しても両センターとも

に増えています。 

向井座長    介護予防の人、要支援の方は増えているということですよね。 

保健福祉部   認定状況なんですけど要支援の認定の方については、それほど大き

く増えていることはありませんが、微増傾向かなと思います。 

 

 

 

日程第 3、 

議案第 13号 令和 3年度丹波篠山市国民健康保険特別会計補正予算（第 5号） 

 

■保健福祉部 医療保険課より別紙資料により説明 

 

保健福祉部   続きまして、直営診療所勘定の歳入について説明をさせていただき

ます。補正予算書 23ページです。1款、1項、外来収入 2,453万 2,000
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円の減額は決算見込みによる減額となります。 

本日お渡ししております資料をご覧ください。診療所ごとにまとめ

ております。 

東雲診療所においては、外来収入、6月、7月の月曜、水曜の午後の

診療を休診とし、コロナワクチン接種事業を実施したこと。また、定

期患者の入院施設入所、死亡等による患者の減少、及び新型コロナウ

イルスのＰＣＲ検査、10 月 11 日に議会でお世話になった分なんです

けども、実績見込みにより、その分を減額しております。その他診療

については、産業医の業務の予防接種件数の増となっております。一

部負担金は先ほどの、国保診療収入のところと一緒です。その他診療

収入の減は、コロナワクチン接種事業により特定健診の実施が出来な

かったことにより当初 140 件を見込んでおりましたところ 33 件とい

うところで減額をしております。 

後川診療所の内訳になります。週 2 回火曜と金曜の午後に後川診療

所で、東雲診療所の医師が診療を行っておりますが、後川診療所にお

いても、6月、7月は火曜の午後を休診しワクチン接種事業を実施いた

しました。それと定期患者の入院、施設入所、死亡等による減少とい

うところとＰＣＲ検査の 10 月から 12 月の実績によりその分を減額し

ております。その他の診療収入として、やはり、ワクチン接種があっ

たことにより特定健診の声かけが難しかったというところで、30件を

予定しておりましたが 4件というところで減額としております。 

草山診療所になります。草山診療所も 6月、7月の水、木、金曜の午

後の診療を休診しワクチン接種事業を行いました。また定期患者の入

院とか施設入所、死亡等による患者の減少と、また、がん治療用の高

額な薬の診療が、今年度はないというところでその分の診療報酬も減

としております。ほかの診療所と同じように 10 月から 12 月のＰＣＲ

検査の実績により減額をしております。 

次に今田診療所になります。こちらのほうは 6月から 10月の平均か

ら４月・5 月の実績と 1 月から 3 月のＰＣＲの検査料等を見込み実績

を出しております。PCR検査関連は、10月から 12月のＰＣＲ検査の実

績により、減額としております。一部負担金も同じように減額となっ

ております。この資料の説明は以上です。 

 

＜主な質疑応答等＞ 

小畠委員    昨日の本会議場で質疑があったとこなんですけど、単純に見ると、

市の診療所だけでなく、ほかの開業医さんに関しても、多分、2割前後
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の外来収入が減ってるんではないかと思うんですけどその辺りの情報

は掴んでいるんでしょうか。 

保健福祉部   市内の医療機関の状況については申し訳ないですがちょっと掴めて

おりません。 

小畠委員    今日いただいた資料を見ると、草山診療所は高額ながん治療の関係

で外来収入が減ってると思うんですけど、それ以外は想像なんですけ

どコロナの関係で、この程度の減収っていうのは仕方ないのかなと思

うんですけど、部長としてはその辺のお考えはどういうふうに持って

みえますか。やっぱりコロナの影響でこれだけ減収したというのを一

つの理由とできるんではないかと思うんですが。 

保健福祉部   総体的にはやはりコロナ禍での診療控えがありますし、長期に安定

して高齢の方を中心に通っていただいてるような患者さんや服薬等を

中心に行っているような患者さんについては、来院いただく機会を減

らすというようなことにもなったりして、そういったことも含めて診

療収入としては落ちていってるというような状況でございます。 

これは先ほども説明いたしましたが、市内の医療機関はコロナのＰ

ＣＲの検査であるとか発熱外来とかコロナによる増収があったりもし

ますけども、やはり受診控えで落ちていっとるというの現状であって、

細かいところの数字は把握出来ておりませんけどもそういったところ

のことは、自治会の情報からも洩れ聞こえてくるところです。 

したがいまして、これから 1 番大事なのはこの動向といいますか、

コロナでの減収が今後戻るのかというようなところが非常に読みが難

しいといいますか大切なところになってきますし、減収になれば歳出

の部分については変わっていかないということになると、一般会計の

繰入金とか、そういったことが多くなってきますので、非常にこれか

ら財政的にも大きな課題があるなというふうに思っています。御質問

いただいたところはどのように考えているかというところでしたの

で、今後戻っていくことを期待するといいますか、そういったところ

を持っているという状況でございます。 

上田副座長   事業勘定の県支出金のへき地直営診療所補助が 790 万 2,000 円減額

になっていて、それに伴う繰出金も同じように減額なっているんです

けど、へき地直営診療所補助の根拠といいますか、今回の補正により

全て国保会計の関係で減額に伴ってこのようになったのか、どのよう

な関係で減額なったのか、その根拠的なことを教えていただきたいと

いうふうに思ってます。 

もう 1 点は先ほど小畠委員が言われた直診勘定の収入なんですけ
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ど、後川診療所、草山診療所等で６月、７月のワクチン接種の実施っ

て書いてあるけど、多分これは午後休診したので外来の診療の方が少

なくなったという意味だと考えてるんですけども、ドクターとか看護

師さんへの聞き取りによって、やっぱり診療所のドクターとか看護師

さんが忙しくされているので、ちょっと診察を控えようかなという患

者さんの思いがあるのかなと、その辺ちょっと聞かれてましたら教え

てください。 

それから、直診勘定の考え方で、また 2 月から診療所でもワクチン

接種をお世話になりますね。補正理由の中で 6、7月しか見込んでない

んですけども、今度 2 月から 3 月に始まって、その分も診療収入が落

ち込むんじゃないかなというふうに思ったんですけど、そのあたりの

考え方はどうなんでしょうか。 

保健福祉部   まず 790 万円の減額の根拠というところから説明をさせていただき

ます。今田診療所の分が大きなところなんですけども、へき地直診運

営費補助という形で後川、草山、今田診療所の３診療所が運営補助費

をもらっております。特に今田においては、ワクチン接種の人数を頑

張っていただいたというところでそちらの接種協力金とか、日に 50回

以上の接種を行った等の医療機関には、新型コロナワクチン個別接種

促進支援事業の支援金がありまして、そのことによって歳入が増えた

形になりましたので、歳入が増えた分がへき地の運営補助金の計算に

乗ってしまうため、その分が大きく減額になった要因となっておりま

す。 

その辺りのことについて、県の担当者に確認はさせていただいたん

ですけども、やはり、どこの市もへき地の補助をもらっているところ

は同じような問合せがあったようです。コロナ関連の補助金について

は、この計算に入れるというところで、結局、へき地運営費補助は、

減額になっています。ワクチン接種関連の歳入は、増えているんです

けども全体としてはへき地運営費補助金が減っているというところで

す。国のほうでそういうふうに決まっておりますので、そういった計

算により積算をしております。 

二つ目の患者さんの思いとかいうところになるんですけども、まず、

月平均の患者数についてご説明します。東雲診療所で令和 2 年度は月

平均が 194 人、令和 3 年度の見込みとしては 170 人です。後川診療所

は令和 2 年度が 34 人、令和 3 年度が 29 人、草山診療所は令和２年度

179 人、令和３年度 166 人です。今田診療所は令和２年度 493 人、令

和３年度 519人と見込んでおります。東雲は対前年度で 87.6％、24人
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の減となっておりまして、後川も 85.2％、５人の減です。草山も

92.7％、13人の減となっております。今田においては 105.3％で 26人

の増となっております。 

各診療所の患者さんですけども、診療所によっては薬を多めに出し

ときましょうとされることで回数が減りますので収入は減ってきま

す。また、ワクチン接種をされた方が全て東雲診療所等の患者さんで

はないこともあります。そういったことで 1 回診察が減ったことによ

って収入が減ってきます。そういった要因もあり減額という形になっ

ております。 

三点目の 3回目の接種については、1回目、2回目を 100とすると、

その 70％を今回の 3月補正で接種協力金として上げております。診療

報酬収入については、今の状況で 3 回目をするというところを見込ん

で計算をした診療収入の減額となっております。 

上田副座長   ありがとうございます。私もある診療所に、たまにかかってるんで

すけども、今までかかっておられた方が亡くなりになられたり、来ら

れないというようなところで診療収入等が減になっとるということを

お聞きしたり、高齢者の方々でドクターとか看護師さんがワクチン接

種で忙しくされているので、若干、診療を控えをしようかという思い

の方もおられることをちょっと待合室でお聞きしたことがありました

のでお聞きしました。 

そしたら令和 4 年度についても、やはり新型コロナの方向性がまだ

見えない中で、やっぱり診療収入等は若干減額すると思われていて、

令和 4 年度の予算もそのような方向であるということで良いのでしょ

うか。 

保健福祉部   令和 4 年度の診療報酬については、今ちょっと手元にないんですけ

ども 3 年度の見込みにより計算した 4 年度の予算を見込んでおりま

す。 

 

日程第 4、 

議案第 14号 令和 3年度丹波篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3号） 

 

■保健福祉部 医療保険課より別紙資料により説明 

 

― 質疑なし ― 
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■議員間討議 

議案第１２号 令和３年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１８号） 

 

上田副座長  子育て世帯生活支援給付金について、新型コロナウイルス感染症の影

響が読めなくて、予算不足を防ぐためということは理解できますが、不

要額が大きいため、今後は市内の現状をよく把握して、また国の動向や

内示が出たタイミングなどもふまえて予算積算等をしていただきたいと

思います。 

 

－部長・市長への質問なし― 

 

議案第１３号 令和３年度丹波篠山市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 

－部長・市長への質問なし― 

 

議案第１４号 令和３年度丹波篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

－部長・市長への質問なし― 

 

議案第１５号 令和３年度丹波篠山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

－部長・市長への質問なし― 

 

■意向確認 

議案第１２号 令和３年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１８号） 

 

― 全員賛成 ― 

 

議案第１３号 令和３年度丹波篠山市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 

― 全員賛成 ― 

 

議案第１４号 令和３年度丹波篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

― 全員賛成 ― 
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議案第１５号 令和３年度丹波篠山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

― 全員賛成 ― 

 

向井座長    以上で、本日の審査はすべて終了しました。議案審査に係る審査報

告については、座長に一任いただきたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

 

 ― 異議なし ― 

 

向井座長    異議なしと認めます。 

それでは、本日の執行部との質疑応答及び意向確認をふまえたかた

ちで、審査報告を行いたいと思います。 

 

その他 

向井座長    そのほか、事務局より何かありますか。 

 

連絡等なし 

 

閉会宣告 

向井座長    これをもちまして、本日予定しておりましたすべての審査が終了し

ました。それでは、閉会にあたりまして上田副座長よりごあいさつを

お願いいたします。 

 

上田副座長 挨拶 

 散会 

 

 


